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参考資料2 
＜社会教育審議会 報告＞ 
「父母と先生の会のあり方について」（抜粋） 昭和４２年６月２３日 
 
１ 目的、性格について 
「父母と先生の会」（ＰＴＡ）は、児童生徒の健全な成長をはかることを目的とし、親と教師とが協力し
て、学校および家庭における教育に関し、理解を深め、その教育の振興につとめ、さらに、児童生徒の校
外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるため会員相互の学習その他必要な活
動を行う団体である。 
父母と先生の会（ＰＴＡ）の目的は、「児童生徒の健全な成長をはかる」ことにある。児童生徒の健全な
成長をはかるためには、学校と家庭と社会とが、それぞれ教育の責任を分担し、協力しあうことが大切で
あるが、とくに、児童生徒の教育に直接責任をおう学校と家庭の協力体制が必要である。 
この、協力体制は、さらに、地域社会における児童生徒の教育についても重要な役割を果たすものであ
る。父母と先生の会（ＰＴＡ）は、この目的のもとに、学校および家庭における教育の理解とその振興、
児童生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善などを促進するために必要な諸活動
を行うものである。 
「学校および家庭における教育の理解とその振興」については、学校と家庭とが、それぞれ教育の責任を
分担し、密接な関連を保ちながら児童生徒の指導が十分に行われるよう学校における指導の方針や、家庭
における教育のあり方等について相互の理解を深めることが必要である。この相互の理解にもとづいて、 
（ア）学校の教育計画の実施上必要な、家庭と学校の協力活動をすすめ学校教育の充実に寄与し、 
（イ）学校とならんで教育の基本的な場である家庭の意義、機能、およびその教育的役割等について理 

解を深め、家庭教育本来の機能を果たし得るよう家庭教育に関する学習活動等を行うことが望ま
れる。 

「児童生徒の校外における生活の指導」については、学校の教育方針にもとずく校外の生徒指導に協力す
るとともに、健全な遊びや規律ある集団活動などを通して、児童生徒の心身ともに健全な発達をうながす
よう、適切な指導を行うことや、少年団体等の健全な育成をたすける役割が期待される。 
「教育環境の改善」については、児童生徒が生活する地域環境を、教育的に改善し、また、児童生徒の校
外における生活の安全を確保することが重要であり、たとえば、遊び場の整備、交通安全施設の設置、危
険地域の改善などを促進することや、出版物、マスコミ等に対処する活動などがある。 
以上の諸活動を効果的にすすめるためには、会員相互の話しあいや、組織的な学習や実践が必要であり、
さらに、父母と先生の会（ＰＴＡ）相互の連絡協調や関連する諸団体等との連携をはかることが望まし
い。 
 
２ 構成について 
「父母と先生の会（ＰＴＡ）は、各学校ごとに、その学校に在籍する児童生徒の親および教師によって、
学校ごとに組織される。」父母と先生の会（ＰＴＡ）は、各学校に在籍する児童生徒の親およびその学校
に勤務する教師によって構成される。 
なお、この会の目的達成のためには、会の趣旨に賛同する親と教師が自主的にできるだけ多く参加するこ
とが望ましい。 
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３ 運営について 
「父母と先生の会（ＰＴＡ）は、会員の総意によって民主的に運営され、特定の政党、宗派にかたよる活
動や、もっぱら営利を目的とする行為を行わない。」 
父母と先生の会（ＰＴＡ）は、会員の総意にもとづき、親と教師が会員として同等の立場で運営されなけ
ればならない。 
したがって、会の運営や会務の処理等を一部の役員や学校の関係者のみにゆだねることは適切でない。ま
た、この会は、その目的、性格のうえから特定の政党や宗派を支持、支援したり、もっぱら営利を目的と
する行為を行ってはならない。 
 
４ 相互の連携提携について 
父母と先生の会（ＰＴＡ）相互の連絡を緊密にし、その発展をはかるとともに、共通の目的を達成するた
めには、その協力組織として、市町村、都道府県および全国的等の各段階における連絡協議体の果たす役
割が重要であると考えられる。（生涯学習の理念） 
 
 
＜生涯学習審議会 答申＞ 
「地域における生涯学習機会の充実方策について」（抜粋） 平成８年４月２４日 
 
○ＰＴＡ活動の活性化 
学校に対する地域社会の支援の拡充のためには、地域の人々が、自分たちの学校として愛着を感じ、学校
の問題を共有しようとする気持ちを持つことが大切である。そのためには、学校側からその現状を知ら
せ、課題を理解してもらい、その上で協力を求めることが必要である。 
このためには、ＰＴＡ活動の一層の活性化が不可欠である。ＰＴＡは、学校からの求めに応じ学校の諸活
動に必要な支援・協力を行うとともに、学校を取り巻く課題を十分把握しながら、会員自らがやりがいを
感じられるような、自主的な事業に取り組むことが重要である。また、組織的な活動ばかりでなく、個々
の会員が各自の都合に合わせて柔軟に参加できるような多様な活動形態を工夫するとともに、職業を持
つ人々が参加できるよう夜間や休日に活動の時間を設定するなどの工夫も考えられる。 
さらに、学校に対する地域社会の支援を拡充していくための一つの方策として、例えば、市町村教育委員
会が核となり地域の社会教育団体や学識経験者などの参加を得て設けられる地域の教育問題に関する連
絡協議の場に、ＰＴＡも積極的に参加していくことも考えられる。 
ＰＴＡ活動は、男女共同参画社会へ向けてのモデルともなるべき活動であり、男女両性がいろいろな場で
共に参画していくことが求められる。父親の積極的な参加を促すために、各種の会合などの開催時間や場
所を見直すことも必要になる。さらには、ＰＴＡ活動への参加が保護者としてまた地域社会の構成員とし
て当然のことであるとの認識が、企業を含め社会全体に広がる必要がある。行政としても、そのような意
識の高まりや環境の醸成に向けて努力すべきである。 
 
 
 
 



3 / 3 

＜中央教育審議会 答申＞ 
「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について」（抜粋） 平成２０年２月１９日 
 
第１部 今後の生涯学習の振興方策について 
４．具体的方策 
（２）社会全体の教育力の向上－学校・家庭・地域が連携するための仕組みづくり－ 
（学校・家庭・地域を結ぶＰＴＡ活動の充実） 
 
○ＰＴＡは保護者と教員がお互いを高めあい、子どもたちの健全な育成を支援する団体であり、学校行 
事の支援や登下校時の安全対策等、地域の行事、親子が参加してふれあう活動、保護者に対する子育
て教室等様々な活動を各地域の実情に応じて実施しており、前述の子どもの放課後の居場所づくりへ
の協力や早寝早起き朝ごはん運動の推進等、学校・家庭・地域を結ぶ要として重要な役割を担ってい
る。 

 
○近年、一部の地域では、共働きや勤務形態の多様化等によりＰＴＡ活動に参加したくとも参加できな 
い保護者がある一方で様々な価値観からＰＴＡ離れが進んでいるとの指摘もあり、活動が停滞してい
るＰＴＡもあると考えられる。保護者にとって、ＰＴＡ活動は、地域の社会活動への参加の端緒とな
るものであることから、学校・家庭・地域の連携・協力を進める上で重要であり、各地域におけるＰ
ＴＡの活動状況等に関する実態の把握及び活動の充実が求められる。 


